
老人の専門医療を考える会 第３２回全国シンポジウム老人の専門医療を考える会 第３２回全国シンポジウム

医療と介護の「絆」を考える

行政の立場から～行政の立場から～

平成２１年１１月１４日平成 年 月

厚生労働省 老健局 老人保健課

小林 秀幸



地域包括ケアへのこれまでの道筋（Ⅰ）地域包括ケアへのこれまでの道筋（Ⅰ）

１９８２ 老人保健法制定
• １９８５ 医療計画
• １９８６ 老人保健施設１９８６ 老人保健施設
• １９８９ ゴールドプラン

療養型病床群• １９９２ 療養型病床群
２０００ 介護保険制度導入２０００ 介護保険制度導入
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地域包括ケアへのこれまでの道筋（Ⅱ）地域包括ケアへのこれまでの道筋（Ⅱ）

２００６ 高齢者医療制度制定
２００６ がん対策基本法制定• ２００６ がん対策基本法制定

• ２００７ 在宅療養支援診療所の導入
• ２００８ 医療費適正化計画
• 医療計画の見直し• 医療計画の見直し
• ２０１２ 介護療養病床の廃止

２０２５ ＊ ＊ ＊
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75歳以上高齢者の増大

人口（万人） （％）人口ピーク（2004年）

平成18年推計値
（日本の将来人口推計）

実績値
（国勢調査等）
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14歳以下人口

(2007)

0
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014歳以下人口
1,729 1,115 752

資料：2005年までは総務省統計局「国勢調査」、2007年は総務省統計局「推計人口（年報）」、
2010年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年１2月推計）中位推計」
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世代別に見た高齢者人口の推移

○ 我が国 高齢者人 は 年ま 約 年間 約 万人増加し

高齢者人口（千人） 約１５年間で

○ 我が国の高齢者人口は、2020年までの約１５年間で約１，０００万人増加し、
約３，５００万人前後まで増加する
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特に、都市部は、高齢者
の増加数 増加率ともに

高齢者の人口は
現在の約１．５倍に

10,000
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の増加数、増加率ともに
大きい傾向にある

0

5,000

２０１５年
団塊の世代が
高齢者に

資料：２０００年までは総務省統計局「国勢調査」、
２００５年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成１４年１月推計）」

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
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高齢者の世帯形態の将来推計

（万世帯）

2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年

一般世帯 4906 万世帯 5029 5060 5044 4984 4880般世帯 4,906 万世帯 5,029 5,060 5,044 4,984 4,880

世帯主が

65歳以上
1,355 万世帯 1,568 1,803 1,899 1,901 1,903

65歳以上

単独

（比率）

387万世帯

28.5%

466

29.7%

562

31.2%

631

33.2%

673

35.4%

717

37.7%

夫婦のみ

（比率）

465万世帯

34.3%

534

34.0%

599

33.2%

614

32.3%

594

31.2%

569

29.9%

（注）比率は、世帯主が65歳以上の世帯に占める割合

出典：国立社会保障・人口問題研究所｢日本の世帯数の将来推計－2008年3月推計－｣
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高齢者単身世帯の増加

世帯

高齢者単身世帯における要介護分布の年次推移 高齢者単身世帯と高齢者人口の伸び率
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21.90%22.0%
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199
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18 40%
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16.0%
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1339

500
15.10%

14.0%

0

平成１３年 平成１６年 平成１９年

要介護２以下 要介護３以上

12.0%

平成１３年 平成１６年 平成１９年

高齢者単身世帯の伸び率 高齢者人口の伸び率

（出典）国民生活基礎調査から作成

（※）介護を要する者のいる世帯数１万対
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今後急速に高齢化が進む都市部

○○ 今後急速に高齢化が進むのは、首都圏をはじめとする｢都市部｣
都道府県別の高齢者（都道府県別の高齢者（6565歳以上）人口の推移歳以上）人口の推移

2005年時点の
高齢者人口（万人）

2015年時点の
高齢者人口（万人）

増加数 増加率 順位

埼玉県 116 179 63 +55% １埼 県

千葉県 106 160 53 +50% ２

神奈川県 149 218 70 +47% ３

愛知県 125 177 52 42%愛知県 125 177 52 +42% ４

大阪府 165 232 68 +41% ５

（東京都） 233 316 83 +36% （７）

岩手県 34 39 5 +15% ４３

島根県 20 22 2 +11% ４４

秋田県 31 34 4 +11% ４５秋田県 31 34 4 +11% ４５

山形県 31 34 3 +10% ４６

鹿児島県 44 48 4 +10 ４７

全国 2,576 3,378 802 +31%

｢日本の都道府県別将来推計人口（平成19年5月推計）について｣（国立社会保障・人口問題研究所）
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今後急速に高齢化が予想され
ながら 施設整備が進んでいな

施設整備が進んでいて、かつ今
後高齢化は一定範囲に収まる地

６５歳以上人口に対する介護施設の整備状況
6.0% 60.0%

歳 来 び率

ながら、施設整備が進んでいな
い地域

後高齢化は一定範囲に収まる地
域
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4.5%

30.0%

40.0%

全国平均

３２．４％

3.5%

4.0%

20.0%

全国平均

３．７％

2 5%

3.0%

0 0%

10.0%

2.5%
徳
島
県

石
川
県

長
崎
県

佐
賀
県

高
知
県

青
森
県

鹿
児
島
県

富
山
県

愛
媛
県

香
川
県

福
岡
県

北
海
道

福
井
県

岡
山
県

熊
本
県

島
根
県

宮
崎
県

山
口
県

秋
田
県

広
島
県

新
潟
県

大
分
県

茨
城
県

山
形
県

沖
縄
県

群
馬
県

静
岡
県

鳥
取
県

全
国
平
均

奈
良
県

和
歌
山
県

宮
城
県

岐
阜
県

岩
手
県

山
梨
県

長
野
県

福
島
県

兵
庫
県

三
重
県

神
奈
川
県

京
都
府

愛
知
県

大
阪
府

埼
玉
県

千
葉
県

滋
賀
県

栃
木
県

東
京
都

0.0%

※棒グラフについては、次の数値を平成19年10月時点の高齢者人口（総務省「人口推計」）で除して合算した率。
　　　・介護保険３施設については、平成19年10月時点の定員数（平成19年介護サービス施設・事業所調査（概況））
　　　・居住系サービス（認知症高齢者グループホーム、特定施設）については、平成18年10月時点のサービス利用者数（平成18年介護サービス施設・事業所調査）
※平成19年度（2007）から平成37年度（2025）までの65歳以上人口の伸び率は、総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口（平成19年5月推
計）」を基に作成
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死亡の場所の推移死亡の場所の推移
○ 居宅や多様な居住の場において療養を行う患者は増加し、在宅医療を行う医療機関も増加
しているが、死亡場所については、この５０年間で、自宅での死亡が約８割であったものが、死亡場所については、この５０年間で、自宅での死亡が約８割であったものが、
医療機関での死亡が約８割を超え、逆転している。医療機関での死亡が約８割を超え、逆転している。医療機関での死亡が約 割を超え、逆転している。医療機関での死亡が約 割を超え、逆転している。
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（参考）死亡の場所（各国比較）

出典：医療経済研究機構
｢ 要介護高齢者の終末期における医療に関する研究報告書｣

※他国との比較のため、日本のデータは2000年時点のデータを使用
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平成２０年 「終末期医療に関する調査」について

平成２０年３月実施

平成２０年 終末期医療に関する調査」について

平成２０年３月実施

対象数と回収数:
対象数 回収数 回収率(%)対象数 回収数 回収率(%)

一般国民 5,000 2,527 50.5
(うち70歳以上) -- (457) --(457)
医師 3,201 1,121 35.0
看護師 4,201 1,817 43.3
介護職員 2,000 1,155 57.8
計 14,402 6,620 46.0

郵送調査、無作為抽出による
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療養及び看取りの場所についての希望

自分が余命６ヶ月以内の末期状態の患者になった場合、療養の場として63%が自宅を、
「最後まで自宅」を１割の国民が希望。
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なるべく早く今まで通った（又は現在入院中の）医療機関に入院
したい
なるべく早く緩和ケア病棟（終末期における症状を和らげること

自宅希望→

なるべく早く緩和ケア病棟（終末期における症状を和らげること
を目的とした病棟）に入院したい
自宅で療養して、必要になればそれまでの医療機関に入院したい

自宅で療養して、必要になれば緩和ケア病棟に入院したい

自宅で最後まで療養したい

専門的医療機関（がんセンターなど）で積極的に治療を受けたい

老人ホームに入所したい

その他

わからない

無回答
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自宅で最期まで療養することが実現困難な理由（複数回答）
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スウェーデン オランダ フランス 日本

諸外国の在宅における看取りのデータ諸外国の在宅における看取りのデータ

① 面積 449,964 k㎡ 41,865 k㎡ 547,030 k㎡ 378,835 k㎡

② 総人口 903万人（2005） 1 632万人（2005） 6 087万人 (2005） 12 776万人 (2005）② 総人口 903万人（2005） 1,632万人（2005） 6,087万人 (2005） 12,776万人 (2005）

③ 高齢化率 17.3％（2005) 13.8（2003) 16.4％（2005) 20.0％（2005）

④ 80歳以上人口の割合 5.3％（2004） 3.4％（2003) 4.4％（2004） 4.4％ (2003)
⑤ 平均寿命 男性 78.4歳（2005) 男性 77.2歳（2005) 男性 76.7歳（2005) 男性 78.6歳（2005)

女性 82.8歳（2005) 女性 81.6歳（2005) 女性 83.8歳（2005) 女性 85.5歳（2005)
⑥ 子との同居率 5 % 8 % 17 % 50 %
⑦ 高齢者単独世帯率 41 % 32.5 % 32 % 15 %

⑧ 人口千対就業看護師数 10 6人 (‘04) 14 2人 (‘05) 7 7人 (‘05) 9 0人 (‘04)⑧ 人口千対就業看護師数

(再)訪問看護師､地域看護師

10.6人 ( 04)

(4.2人)

14.2人 ( 05)

(2.7人)

7.7人 ( 05)

(1.2人)

9.0人 ( 04)

(0.4人)

⑨⑨在宅死亡率在宅死亡率※※ 51.0%51.0% 31.0%31.0% 24.2%24.2% 13.4%13.4%
地域看護師に簡単な医療 一般医の往診 高度な技術を開業看護師は医師の処方箋の 介護保険 医療保険サ

⑩ 在宅での医療､看護､介護
サービス

地域看護師に簡単な医療
と治療を行う権限を与え、
地区内での簡単な治療を
提供。

一般医の往診、高度な技術を
もつ地域看護師が在宅医療・
看護を提供する医療チームを
設けている地域もあるが、
サービス量は全体的に不足し
が

開業看護師は医師の処方箋の
下で在宅患者の点滴などの管
理を行うことができる。介
護・家事援助も並行して利用。

介護保険、医療保険サー
ビスが利用可能。看護
サービスは診療の補助と
して行われる。

がち。

⑪ 死亡前に自宅で受けら
れるケア

特別住宅と同様に死亡期
直前のケアが受けられる。

一般医や地域看護師による医
療・看護サービス、死亡直前
の緊急性の高い短期間に限り、
夜間・看護師が泊まり込む

死亡前を特別視せず必要なケ
アを提供する。ただし１日２
時間以上の継続的なケアが必
要な段階になると在宅ケアは

主治医の往診や看護師に
よる在宅医療・看護サー
ビスにより対応

れるケア 夜間・看護師が泊まり込む
サービスもある。

要な段階になると在宅ケアは
困難。

出典：①World fact book 2008、②～⑤OECD Health Data 2007、
⑥⑦⑨～⑪医療経済研究機構「要介護高齢者の終末期における医療に関する研究報告」（2002）を参考に厚生労働省にて作成。 14



訪問看護の利用人数と自宅死亡の割合訪問看護の利用人数と自宅死亡の割合

○ 都道府県別にみた高齢者人口千人当たりの訪問看護利用者数には約4倍の開きが
ある（最多は長野県 最小は香川県）

高齢者人口千人当たりの訪問看護の利用実人数 総死亡者数に対する自宅死亡の割合（都道府県別）高

ある（最多は長野県、最小は香川県）。
○ 高齢者の訪問看護利用が高い都道府県では、在宅で死亡する者の割合が高い傾向に
ある。
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山梨

岐阜愛知

大阪
兵庫

奈良島根
岡山

広島

徳島 愛媛10.0

12.0
看
護
利
用
実
人
数
（

岩手

秋田

山形

茨城

群馬

埼玉

千葉 東京

石川

岐阜

静岡
愛知

三重山口

高知

福岡

佐賀
長崎 熊本

大分
宮崎

鹿児島

沖縄

8.0

人
）

栃木

鳥取

香川4.0

6.0

2.0

6 8 10 12 14 16 18

出典： 介護サービス施設・事業所調査(平成19年)、人口動態調査(平成19年)、平成19年10月1日現在推計人口（総務省統計局）
自宅死亡割合（％）
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サービス供給体制

○要介護度別認定者割合 出典）平成18年5月 介護保険事業状況報告

○ 65歳以上の高齢者に占める介護施設・高齢者住宅等の定員数の割合を比較すると、日本は、欧米諸

国と比較して少ない。

○要介護度別認定者割合
2.3% 5.2% 2.5% 2.2% 2.0% 1.8%

16.8%

出典）平成18年5月 介護保険事業状況報告

経過的

要介護
要介護１ 要介護２ 要介護３

要介護

４

要介護

５

要
支
援
1

要
支
援
２

0.4%

0.4%

８．３％ ８．５％
○各国の高齢者の居住状況（定員の比率）（全高齢者における介護施設・高齢者住宅等の定員数の割合）

要介護 ４ ５1

※１
(0.9%)

ナーシングホーム、
グル プホ ム等

日本 (2005)

デ

介護保険３施設等

※2 (3.5%)
4.4%

サービスハウス等※制度上の区分は明確ではなく、
グループホーム等

（4.2%）

プライエム等
（2 5%）

プライエボーリ・エルダボーリ等
(8 1％)

スウェーデン（2005）※３

デンマーク (2006）※４

6.5%

10.7%

サ ビスハウス等
（2.3%）類型間の差異は小さい。

（2.5%）(8.1％)

英国 (2001）※５ ケアホーム
(3.7%)

シェルタードハウジング
(8.0%)

ｼ ﾄﾞ

11.7%

16

米国 (2000) ※６ ナーシング・ホーム
(4.0%)

ｱｼｽﾃｯﾄﾞ
ﾘﾋﾞﾝｸﾞ等
(2.2%)

6.2%

※１ シルバーハウジング、高齢者向け優良賃貸住宅、有料老人ホーム及び軽費老人ホーム(軽費老人ホームは2004年)。 ※２ 介護保険３施設及びグループホーム

※３ Sweden Socialstyrelsen（スウェーデン社会省）聞き取り調査時の配布資料（2006） ※４ Denmark Socialministeriet（デンマーク社会省）聞き取り調査時の配布資料（ 2006）
※５ Elderly Accommodation Counsel （2004） 「the older population」 ※６ 医療経済研究機構「米国医療関連データ集」（2005）



施設サ ビス費に含まれている医療の密度

厳給付調整緩

医師配置無し（居住系施設） 医師配置あり

施設サービス費に含まれている医療の密度

介護保険法に
普通 生 普通 生

介護保険法に規 １人の配置医師 医療法人が設立
老健施設と夜

国土交通省の
定める高齢者
を断らないバリ
アフリー型の住

宅

介護保険法に
定められてい
る老人ホーム
（ワタミとか）と
ても高いもの
から安いもの
まで

普通の生
活を行い
ながら通
所及び宿
泊も可能
な施設。

普通の生
活を行い
ながら通
所及び宿
泊も可能
な施設。

介護保険法に規
定されている人
的基準を満たし
た事業所。看護
師配置あり。日本
版ナーシング
ホ ム

あり。社会福祉
法人のみ。終の
住み家。現在は
要介護度３以上
の者を入所させ
るよう指導が行
われ る

可能。自宅への
リハビリ施設と
いう位置づけ。
併設医療機関か
そうでないかで
給付調整が変わ

る

老健施設と夜
間の看護配
置以外の人
的基準は同じ。
位置づけは
終の住み家と
されている。

配置医師３人。
療養型病床の
介護保険版。
基本的に医療
保険からの算
定はできない。

介
護

介介（特（
外

認
知有軽

高
齢

小
規
模

普
通
の

介
護

まで。
施設。 施設。

ホーム。 われている。 る
されている。

護
療
養
型
医

護
老
人
保

護
老
人
福

特
別
養
護
老
人

特
定
施

特
定
施

外
部
サ
ー
ビ
ス

知
症
対
応
型

ホ
ー
ム

有
料
老
人
ホ

軽
費
老
人
ホ

齢
者
専
門
賃

模
多
機
能
型

事
業
所

の
家

護
療
養
型
老 医

療
施
設

保
健
施
設

福
祉
施
設

人
ホ
ー
ム
）

施
設

施
設

ス
利
用
型
）

型
グ
ル
ー
プ

ムホ
ー
ム

ホ
ー
ム

賃
貸
住
宅

型
居
宅
介

所 老
健
施
設プ

護
設

一定の人的要件を満たした場合特定施設
又は外部サ ビ 型特定施設扱いに

いわゆる転換老健

養護老人ホーム
短期入所者生活介護事業所

又は外部サービス型特定施設扱いに。
いわゆる転換老健
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介護保険の現状介護保険の現状介護保険の現状介護保険の現状
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介護保険費用のこれまでの推移

介護保険制度を取り巻く状況①

① 総費用の伸び ⇒ 介護保険の総費用は、年々増加（８年間で２倍）

介護保険費用のこれまでの推移

※総費用とは、介護給付費と自己負担（１割）の合計である。

５．７兆円
兆円

６．２兆円
６．４兆円 ６．４兆円

６．９兆円 ７．２兆円
７．７兆円

2000年度実績 01年度実績 02年度実績 03年度実績 04年度実績 05年度実績 06年度実績 07年度補正後 08年度補正後 09年度予算

５．７兆円

３．６兆円
４．６兆円

５．２兆円

② １号保険料の推移（１人当たり月平均）

⇒ １号保険料は第１期（2000 02年度）から第４期（2009 11年度）で約40％増

第１期（2000～02年度） 第２期（2003～05年度） 第３期（2006～08年度） 第４期（2009～11年度）

⇒ １号保険料は第１期（2000～02年度）から第４期（2009～11年度）で約40％増

２，９１１円 ３，２９３円 ４，０９０円 ４，１６０円

19



介護保険制度を取り巻く状況②

被保険者 要介護認定者 受給者数について

400
人（ 増）

【第１号被保険者数(65歳以上の被保険者)と要
介護認定者数の推移】

【サービスの受給者数の推移】

被保険者・要介護認定者・受給者数について

300

350

400

450

500

2500

3000

第１号被保険者数

３６６万人（１４６％増）

居宅サービス受給者数

２，７５７万人

（２７％増）

介護認定者数の推移】

200

250

300

350

400

2000

要介護認定者数
１４９万人

４５５万人

２，１６５万人

２６４万人

（１７２％増）

100

150

150

200

250

1000

1500
要介護認定者数

２１８万人

（１０９％
増）

９７万人 ２０万人
地域密着型サービ
ス利用者数

0

50

0

50

100

0

500

Ｈ１２年４月末 Ｈ２０年４月末 Ｈ２０年４月Ｈ１２年４月

施設サービス

利用者数
５２万人

８２万人

（５８％増）

Ｈ１２年４月末 Ｈ２０年４月末

第１号被保険者数 ２，１６５万人 ２，７５７万人（２７％増）

要介護認定者数 ２１８万人 ４５５万人（１０９％増）

Ｈ１２年４月 Ｈ２０年４月

利用者数 １４９万人 ３６６万人（１４６％増）

居宅サービス ９７万人 ２６４万人（１７２％増）

Ｈ１２年４月末 Ｈ２０年４月末 Ｈ２０年４月Ｈ１２年４月

要介護認定者数 ２１８万人 ４５５万人（１０９％増）

地域密着型サービス ２０万人（H１８年４月創設）

施設サービス ５２万人 ８２万人（５８％増）
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要介護度別認定者数の推移

介護保険制度を取り巻く状況③

（単位：万人）（単位：万人）

計 ２１２％
４３５

４４１

要介護度別認定者数の推移

４５５
４６３

５ １７６％

４ １７１％
３４９

３８７

４１１

要
介
護

３ ２２９％

２ ２０７％

２５８

３０３

２ ２０７％

１

経過的

２１８

２３８％

経過的

要介護

要
支

２

H12.4末 H13.4末 H14.4末 H15.4末 H16.4末 H17.4末 H18.4末 H19.4末

支
援 １

H20.4末 H12.4とH21.1の比較H21.1末

（出典：「介護保険事業状況報告」平成（出典：「介護保険事業状況報告」平成2121年年11月月 他）他） 21



要介護度別の原因割合要介護度別の原因割合

介護保険制度を取り巻く状況④

要介護度別の原因割合要介護度別の原因割合

いわゆる「廃用症候群」については、
要支援１・２、要介護１等の軽度者に多い

軽度者に対するサービスを、廃用症候
群の予防、改善を図る観点から見直す

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総　　　数

    要支援１

    要支援２

経 的 介護    経過的要介護

    要介護１

要介護２    要介護２

    要介護３

    要介護４

    要介護５

脳血管
疾患

認知症 高齢
による

関節疾患 骨折
・転倒

心疾患
(心臓病)

パーキン
ソン病

糖尿病 脊髄損傷
疾患
(脳卒中)

による
衰弱

転倒 (心臓病) ソン病

呼吸器
疾患

悪性
新生物
（がん）

視覚・
聴覚障害

その他 不明 不詳

（Ｈ１９国民生活基礎調査） 22



年齢による要介護認定率の違い

○ 後期高齢者（７５歳以上）の要介護認定率は、前期高齢者（６５～７４歳）の６倍以上

とな ているとなっている。

○年齢別要介護認定率 （参考）要介護認定率の推移（第１号被保険者分）

180%

人口
要介護認定者

数
要介護認定率

65歳～74歳
1 476 1万人 65 8万人 4 5%

16.4%

15.7%

16.7%
16.3%

15.0%

16.0%

17.0%

18.0%

（前期高齢者）
1,476.1万人 65.8万人 4.5%

75歳以上
（後期高齢者）

1,270.3万人 377.9万人 29.8%

約６倍

12.9%

14.4%

12.0%

13.0%

14.0%

（注１）要介護認定率とは、要介護認定者数を人口で除したものである。

（注２）要介護には、要支援を含む。

（注３）総務省「平成19年10月１日現在推計人口」、厚生労働省「介護給
付費実態調査月報（平成20年１月審査分） を元に作成

11.4%

10.0%

11.0%

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

（注１）各年度末時点の数字である。
付費実態調査月報（平成20年１月審査分）」を元に作成

（注 ）各年度末時点 数字 ある。

（注２）要介護には、要支援を含む。

（注３）厚生労働省「介護保険事業状況報告」を元に作成



平成17年介護保険制度改革の基本的な視点と主な内容

○○明るく活力ある超高齢社会の構築明るく活力ある超高齢社会の構築 ○制度の持続可能性○制度の持続可能性 ○社会保障の総合化○社会保障の総合化

・軽度者の大幅な ・独居高齢者や・軽度者の大幅な
増加
・軽度者に対する
サービスが状態
の改善につなが

・在宅と施設の
利用者負担の
公平性

・独居高齢者や
認知症高齢者の
増加
・在宅支援の強化
・医療と介護との

・利用者による

サービスの

選択を通じた

質の向上

・低所得者への
配慮

・市町村の事務
負担の軽減の改善につなが

っていない

・医療と介護との
連携

質の向上 負担の軽減

予防重視型
システムへ
の転換

施設給付施設給付
の見直しの見直し

新たな新たな
サービスサービス
体系の確立体系の確立

サービスのサービスの
質の確保・向質の確保・向

上上

負担の在り負担の在り
方・制度運方・制度運
営の見直し営の見直しの転換

見直見直
体系の確立体系の確立

○地域密着型

上上 営の見直し営の見直し

○新予防給付の
創設

○地域支援事業の
創

○居住費用･食費
の見直し

○低所得者に
対する配慮

○地域密着型
サービスの創設

○地域包括支援
センターの創設

○居住系サ ビ

○介護サービス
情報の公表

○ケアマネジメン

○第１号保険料
の見直し

○保険者機能の
強化創設 対する配慮 ○居住系サービス

の充実
トの見直し 強化
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予防重視型システムの全体像

平成１７年制度改正について

高高 齢齢 者者

軽度者の方の状態像を踏まえ、出来る限り要支援・要介護状態にならない、あるいは、重度化しないよう「介護予防」を重視した
システムの確立を目指す。

高高 齢齢 者者

〈〈要介護認定要介護認定〉〉
介護の手間に係る審査

要支援・要介護者と
思われる者介護予防のための介護予防のための

スクリ ニングスクリ ニング 介護の手間に係る審査
＋

状態の維持または改善可能性の審査非該当者

要支援 要介護状態となる要支援 要介護状態となる 要介護者要介護者要支援者要支援者

スクリーニングスクリーニング

要支援・要介護状態となる要支援・要介護状態となる
おそれのある者おそれのある者

要介護者要介護者

地域包括支援センター地域包括支援センター

要支援者要支援者

居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所

（ ネジ ）

地域支援事業地域支援事業 新予防給付新予防給付 介護給付介護給付

（介護予防ケアマネジメント）（介護予防ケアマネジメント） （ケアマネジメント）

× × 要介護者要支援者

（介護予防特定高齢者施策）（介護予防特定高齢者施策）

非該当者

要支援・要介護状態になるこ要支援・要介護状態になるこ
との防止との防止

× × 要介護者要支援者非該当者

重度化防止重度化防止 重度化防止重度化防止 25



認知症高齢者の増加

認知症者の増加と認知症対策

認知症高齢者の増加

要介護者
認定申請時の所在（再掲）単位：万人

特別養護老 老人保健 介護療養型 その他の

（2002.9末現在）
要支援者 居宅

特別養護老
人ホーム

老人保健

施設

介護療養型
医療施設

その他の

施設

総数 ３１４ ２１０ ３２ ２５ １２ ３４

日常生活自立度

再
掲

日常生活自立度
Ⅱ以上

１４９ ７３ ２７ ２０ １０ １９

日常生活自立度
Ⅲ以上

７９

（２５）

２８

（１５）

２０

（４）

１３

（４）

８

（１）

１１

（２）以 （２５） （１５） （４） （４） （１） （２）

将来推計 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

日常生活 １４９ １６９ ２０８ ２５０ ２８９ ３２３ ３５３ ３７６ ３８５ ３７８日常生活

自立度

Ⅱ以上

１４９ １６９ ２０８ ２５０ ２８９ ３２３ ３５３ ３７６ ３８５ ３７８

６.３ ６.７ ７.２ ７.６ ８.４ ９.３ １０.２ １０.７ １０.６ １０.４

日常生活 ７９ ９０ １１１ １３５ １５７ １７６ １９２ ２０５ ２１２ ２０８

※※１１ 下段は、６５歳以上人口比（％）下段は、６５歳以上人口比（％）

日常生活

自立度

Ⅲ以上

７９ ９０ １１１ １３５ １５７ １７６ １９２ ２０５ ２１２ ２０８

３.４ ３.６ ３.９ ４.１ ４.５ ５.１ ５.５ ５.８ ５.８ ５.７
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※※１１ 下段は、６５歳以上人口比（％）下段は、６５歳以上人口比（％）

※※２２ 要介護認定に用いられる「認知症高齢者の日常生活自立度」においてランク要介護認定に用いられる「認知症高齢者の日常生活自立度」においてランクⅡⅡ以上と判断される高齢者数を推計したものであり、以上と判断される高齢者数を推計したものであり、
必ずしも医学的な認知症の確定診断を経たものではない。必ずしも医学的な認知症の確定診断を経たものではない。

（平成１５年６月（平成１５年６月 高齢者介護研究会報告書より）高齢者介護研究会報告書より）



今後の認知症対策の全体像
今後の認知症対策は、早期の確定診断を出発点とした適切な対応を促進することを基本方針とし、具体的な対策として、①実
態の把握 ②研究開発の促進 ③早期診断の推進と適切な医療の提供 ④適切なケアの普及及び本人・家族支援 ⑤若年性

「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」

実態把握 研究開発
適切なケアの普及
本人・家族支援 若年性認知症

態の把握、②研究開発の促進、③早期診断の推進と適切な医療の提供、④適切なケアの普及及び本人・家族支援、⑤若年性
認知症対策を積極的に推進する。

医療対策

正確な認知症患者数や、
認知症に関わる医療・介護
サービス利用等の実態は不
明

本人 家族支援

幅広い分野にわたり研究
課題を設定しており、重点化
が不足

認知症ケアの質の施設・事業所間格
差
医療との連携を含めた地域ケア
が不十分
地域全体で認知症の人や家族を

現
状
と
課

若年性認知症に対する国
民の理解不足
「医療」・「福祉」・「就労」の連
携が不十分

専門医療を提供する医師
や医療機関が不十分
ＢPSDの適切な治療が行わ
れていない

医学的に診断された認知
症の有病率の早急な調査

各ステージ（①発症予防対策、
②診断技術向上、③治療方法

支えることが必要
認知症の人やその家族に対する

相談体制が不十分

認知症ケア標準化・高度化
医療との連携を含めた地域ケア
体制の強化

課
題

若年性認知症に関する「相
談」から「医療」・「福祉」・「就

重篤な身体疾患の治療が
円滑でない

早期診断の促進
BPSD急性期の適切な医

要介護認定で使用されて
いる「認知症高齢者の日常生
活自立度」の見直し

開発、④発症後対応）毎の視点
を明確にした研究開発の促進

体制の強化
誰もが自らの問題と認識し、認知
症に関する理解の普及、認知症
の人やその家族に対する相談

支援体制の充実

方

向

性

労」の総合的な支援療の提供
身体合併症に対する適切
な対応

【短期】
認知症ケアの標準化・高度化の推進
認知症連携担当者を配置する地域
包括支援センターの整備

【短期】
若年性認知症相談コールセン
ターの設置
認知症連携担当者によるオー

認知症の有病率に関する
調査の実施
認知症に関わる医療・介護
サ ビスに関する実態調査の

• 経済産業省、文部科学省と連
携し、特に①診断技術向上、
②治療方法の開発を重点分
野とし 資源を集中

【短期】
認知症診断ガイドラインの開
発・普及支援
認知症疾患医療センタ 都道府県・指定都市にコールセン

ターを設置
認知症を知り地域をつくる10か年構
想の推進
【中・長期】
認知症ケアの評価のあり方の 検討
認知症サポーター増員

ダーメイドの支援体制の形成
若年性認知症就労支援ネット
ワークの構築
若年性認知症ケアのモデル事
業の実施
国民に対する広報啓発
【中・長期】

サービスに関する実態調査の
実施
より客観的で科学的な日
常生活自立度の検討

対

策

野とし、資源を集中
アルツハイマー病の予防
因子の解明（5年以内）
アルツハイマー病の早期
診断技術（5年以内)
アルツハイマー病の根本

認知症疾患医療センター
の整備・介護との連携担当者
の配置
認知症医療に係る研修の
充実
【中・長期】

27

小・中学校における認知症教育の推
進

若年性認知症対応の介護サー
ビスの評価
就労継続に関する研究

策
的治療薬実用化（10年以内） 認知症に係る精神医療等

のあり方の検討



2025年の高齢者の状況と2025年の高齢者の状況と
医療・介護サービスの将来像医療 介護サ の将来像

社会社会保障国民会議・サービス保障保障国民会議・サービス保障((医療・介護・福祉医療・介護・福祉))分科会資料分科会資料からから
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シミュレーションの哲学シ シ ン 哲学

医療の機能分化を進めるとともに、急性期医
療を中心に人的 物的資源を集中投入し でき療を中心に人的・物的資源を集中投入し、でき
るだけ入院期間を減らして早期の家庭復帰・社るだけ入院期間を減らして早期の家庭復帰 社
会復帰を実現し、同時に在宅医療・在宅介護を
大幅に充実させ 地域での包括的なケアシス大幅に充実させ、地域での包括的なケアシス
テムを構築することにより利用者・患者のQOL
（生活の質）の向上を目指す

29



医療・介護提供体制の現状と将来像（イメージ図）

現状：病床機能の未分化、ニーズに応じた供給の不足現状：病床機能の未分化、ニーズに応じた供給の不足

居
住
系
施
設

一般病床 療養病床 老健 特養 在宅

選択と集中による重
点化・集中化

選択と集中、機能分化と連携・ネットワーク、居住系施設・在宅の一層の充実

居
住

一般病床 在宅長期療養

（医療療養）

老健・特養
住
系
施
設

亜急性期・

回復期等
急性期 在宅

将来像：選択と集中、機能分化・ネットワーク、居住系施設・在宅の一層の充実将来像：選択と集中、機能分化・ネットワーク、居住系施設・在宅の一層の充実
30



大胆な仮定をお た平成 （ ）年時点 シ シ ある

医療・介護サービスの需要と供給（一日当たり利用者数等）のシミュレーション

総括図

現状投影シナリオ（Ａシナリオ） Ｂ１、Ｂ２シナリオ

急性期

Ｂ３シナリオ

高度急性期

大胆な仮定をおいた平成37（2025）年時点のシミュレーションである
－改革シナリオ－

総括図

急性期
56～47万人/日2007年→(2025年)

亜急性・回復期等へ

一般病床
80万人/日→（104万人/日）

18万人/日

亜急性・回復期等へ
一般急性期
34万人/日 亜急性・回復期等へ

亜急性期・回復期等
47～40万人/日

長期療養（医療療養）

亜急性期・回復期等
36万人/日

長期療養（医療療養）
23万人/日21～23万人/日療養病床（医療療養分）

22万人/日→（36万人/日）
介護施設、居住系・在宅へ

介護施設へ

23万人/日

介護施設、居住系・在宅へ
介護施設へ

居住系

介護施設
146～149万人/日

居住系

介護施設（介護療養含む）
84万人/日→（169万人/日） 介護施設

149万人/日

居住系居住系
25万人/日→（47万人/日）
在宅介護
243万人/日→（408万人/日）

居住系
68万人/日
在宅介護

424～429万人/日

現状及び現状固定の推計による
一般病床を機能分化（Ｂ1,B2シナリオは2分割、B3シナリオは3分割）。急性期の医療資源を集中投

居住系
68万人/日
在宅介護

429万人/日

※上記に重複して外来や在宅医療受療者が2025年には１日当たり600万人あまりいる。 ※一般病床及び療養病床に有床診療所含む。

現状及び現状固定の推計による
2025年の需要の伸びを単純にお
いた場合

般病床を機能分化（ 1,B2シナリオは2分割、B3シナリオは3分割）。急性期の医療資源を集中投
入し亜急性期・回復期との連携を強化。在院日数は減少。

医療病床の医療必要度の低い需要は介護施設で受け止める。さらに在宅医療、居住系・在宅介護
等の提供体制を強化することにより居住系・在宅サービスを強化。
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社会保障国民会議のシミュレーション（医療）社会保障国民会議のシミ レ ション（医療）

２００７年 現状投影 改革シナリオ２００７年 現状投影 改革シナリオ
(2025)

急性期 ６７万床
１０３万床 １３３万床

亜急性期・回復期等 ４４万床

医療療養 ２３万床 ３９万床 ２３万床医療療養 ２３万床 ３９万床 ２３万床

外来・在宅医療 ５８２万人 ６３４万人 ６４４万人外来 在宅医療 ５８２万人 ６３４万人 ６４４万人

平均在院日数 ２０．３日 ２０．３日 １０日
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社会保障国民会議のシミュレーション（介護）社会保障国民会議のシミ レ ション（介護）

２００７年 現状投影 改革シナリオ２００７年 現状投影 改革シナリオ
(2025)

介護施設 ８４万人 １６９万人 １４９万人
特養 ４２万人 ８５万人 ７８万人
老健（介護療養を含む） ４２万人 ８３万人 ７２万人

居住系 ２５万人 ４７万人 ６８万人居住系 ２５万人 ４７万人 ６８万人
特定施設 １１万人 ２２万人 ３３万人
グループホーム １３万人 ２５万人 ３５万人グル プホ ム １３万人 ２５万人 ３５万人

在宅介護 ２４３万人 ４０８万人 ４２９万人
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（うち小規模多機能） １～２万人 数万人程度 ６０万人



社会保障国民会議のシミュレーション（マンパワー）

２００７年 現状投影 改革シナリオ
(2025)

医師 ２７．５万人 ３２．９万人 ３２．１万人
～３４．３万人 ～３３．５万人

看護職員 １３２．２万人 １６９．６万人 １９４．７万人
～１７６．７万人 ～２０２．９万人１７６．７万人 ２０２．９万人

介護職員 １１７．２万人 ２１１．７万人 ２５５．２万人

医療その他職員 ７８．１万人 ８３．４万人 １０８．１万人
～８７．６万人 ～１１３．５万人

介護その他職員 ３０．０万人 ５３．５万人 ７３．６万人

合計 人 人 人

34

合計 ３８５．０万人 ５５１．１万人 ６６３．７万人
～５６３．８万人 ～６７８．７万人



社会保障国民会議のシミュレーション（費用）

２００７年 現状投影 改革シナリオ
(2025)

対ＧＤＰ比 ７ ９％ １０ ８ １１ ６対ＧＤＰ比 ７．９％ １０．８ １１．６
～１０．９％ ～１１．９％

対ＮI比 １０．７％ １４．７ １５．７
～１４．８％ ～１６．１％

名目額 ４１兆円 ８５兆円 ９２兆円

公費増に必要な消費税 － ３％ ４％
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平成２１年度介護報酬改定と平成２１年度介護報酬改定と
今後の課題今後の課題今後の課題今後の課題
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平成21年度介護報酬改定について

処遇改善の取組への
総合支援策

平成21年度介護報酬改定 （＋3.0％改定）

１．介護従事者の人材確保・処遇改善

人件費の地域
差への対応

専門性への評価・
介護従事者の定着促進

負担の大きな
業務への評価

総合支援策

雇用管理改善に取り組む事
業主への助成（※）

訪問系
サービス 地

域

・研修実施等の評価

有資格者割合の評価

サービス提供責任者の
業務への評価

認知症患者や独居高齢者

効率的な経営を行うための
経営モデルの作成・提示サ ビス

通所系
サービス

域
毎
の
人
件
費
を

・有資格者割合の評価

・有資格者割合の評価
・一定以上の勤続年数者

認知症患者や独居高齢者
へのケアマネ業務の評価

個別ニーズに応じた
対応への評価

介護報酬改定の影響の
事後的検証（※）

サ ビス

施設系

を
踏
ま
え
た
見
直

割合の評価

・有資格者割合の評価

対応への評価

看護体制の評価

夜勤業務への評価 介護従事者の処遇改善に向
けた取組に関する情報公表
の推進施設系

サービス

直
し
等

・一定以上の勤続年数者
割合の評価

・常勤者割合の評価

看護体制の評価

重度化・認知症対応の
ための評価

看取り業務への評価

の推進

潜在的有資格者養成支援等
の介護人材確保策（※）

２．医療との連携や認知症ケアの充実

（１）医療と介護の機能分化・連携の推進
（２）認知症高齢者等の増加を踏まえた認知症ケアの推進

介護人材確保策

社会的評価を高めるための
広報・普及（※）

（※）予算案計上項目

（１）サービスの質を確保した上での効率的かつ適正なサービスの提供
（２）平成18年度に新たに導入されたサービスの検証及び評価の見直し

３．効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証

37



○介護が必要となっても住み慣れた地域で自立した生活を続けることができるよう、医療と介護の
継ぎ目ないサービスを効果的に利用できるようにする観点からの見直しを行う。

○介護が必要となっても住み慣れた地域で自立した生活を続けることができるよう、医療と介護の
継ぎ目ないサービスを効果的に利用できるようにする観点からの見直しを行う。

施設サービス

医療機関（医療）

訪問サービス

【訪問看護】
重傷者（褥瘡）の評価

【居宅介護支援】
・入・退院時の連携の評価

※急性期疾患等の治療
※急性期・回復期のリハビリ

【介護療養病床】
夜勤職員の評価

・重傷者（褥瘡）の評価
・ターミナルの評価 等

【訪問リハ】
・時間単位の評価
短期集中 評価 等

在
宅
生
活
支

在

宅

・夜勤職員の評価
・集団ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ療法
・リハの再評価

【ｼｮｰﾄｽﾃｲ（診療所）】

・短期集中リハの評価 等

【居宅療養管理指導（看護職員）】
・在宅要介護（支援）者に対する相談を評価

支
援
等

宅

（
要
介

【介護老人保健施設】
・夜勤職員の評価

【ｼｮ ﾄｽﾃｲ（診療所）】
・実施施設の拡大

通所サービス

【通所リハビリテーション】
外来と同じ短時間リ 創設長在

連
携

介
護
（
支
援
）

夜勤職員の評価
・短期集中リハの評価
・ターミナルの評価 等 【小規模多機能事業所】

・常勤看護師の配置
【ｼｮｰﾄｽﾃｲ】 ・リハビリの強化

・外来と同じ短時間リハの創設
・短期集中リハの評価 等

【療養通所介護】
・基準等の見直し

長
期
療
養

在
宅
生
活
支
援
等

日
中
の
居
場
所

在
宅
生
活
支
援

携

）
者
）

【介護老人福祉施設】
・夜勤職員の評価
・常勤看護職員配置の評価
・看取りの評価 等

基準等の見直し

【日帰りショート】
・滞在時間に応じた評価 等

【小規模多機能居宅介護】

等 所
確
保

援

等

【特定施設入居者生活介護】
・看護職員による医療機関等との連携

【小規模多機能居宅介護】
・滞在時間に応じた評価 等
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今後の介護保険制度の課題

１ 社会保険である介護保険が担うべきサービスの在り方・範囲をどう考えるか１ 社会保険である介護保険が担うべきサ ビスの在り方 範囲をどう考えるか。

① 訪問介護における生活援助の在り方をどう考えるか。
② 補足給付の在り方をどう考えるか。

２ 介護サービスの質をどう担保するか。介護サービスの質をどのように評価すべきか。

① どのような指標で介護サービスの質を評価すべきか。
② 介護サービスの情報公表制度の在り方をどう考えるか。

３ 介護現場の実態を介護報酬にどう反映させるか。

③ 介護サービスの効果的かつ効率的な提供の在り方をどう考えるか。

① 介護報酬改定により介護従事者の処遇が改善されたかについての検証をどのように行うか① 介護報酬改定により介護従事者の処遇が改善されたかについての検証をどのように行うか。
② 事業者や事業者団体による介護従事者の処遇改善に向けた取組に関する情報の公表をどの

ように推進するか。
③ 介護事業経営実態調査の手法等について、改めて検討を行う必要があるのではないか。

４ 高齢化がさらに進展することに伴い、質の高い介護従事者をどのように確保するか。

③ 介護事業経営実態調査の手法等について、改めて検討を行う必要があるのではないか。

① 社会保障国民会議の「医療・介護費用シミュレーション」によれば、現状１１７．２万人

の介護職員は、改革シナリオの場合、２０２５年には２５０～２５５万人必要とされている。
② 今後、少子化に伴い生産年齢人口は減少する中、必要な介護職員をどのように確保すべきか。

５ 高齢者・要介護者が増えることから、必要な医療・介護サービスをどう担保するのか。

① 施設サービスにおける医療介護サービスの在り方をどう考えるのか。
② 地域包括ケアのための医療・介護サービスをどう担保するのか。



○ 2005年から2025年にかけて、生産年齢(15～64歳)人口は約16％減少し、労働力人口も約５～

介護の担い手と介護職員の見通し
○ 2005年から2025年にかけて、生産年齢(15 64歳)人口は約16％減少し、労働力人口も約５

12％程度減少すると見込まれる。一方、介護職員数は倍増すると見込まれる。

○ この結果、労働力人口に占める介護職員の割合は、2005年から2025年にかけて倍以上になると

見込まれる。見込まれる。

50010,000 
(万人) (万人)

生産年齢人口、労働力人口、介護職員数の見通し(試算)

5 820～

8,442

7,096
4008,000 

約16％減
約5～12％減

2005年 2025年

労働力人口に占める介護職員の割合

6,650
5,820～

6,320程度

,

212～
255

3006,000 

約90～
130％増

2005年 2025年

介護職員数 112.5万人 212～255万人

労働力人口 6,650万人 5,820～6,320万人

割合 17％ 34～44％

【出典】 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成18(2006)年12月推計)」、

雇用政策研究会「労働力人口の見通し(平成19年12月)」、社会保障国民会議「医療・
113

2004,000 

130％増 割合 1.7％ 3.4～4.4％

介護費用のシミュレーション」、総務省「労働力調査」、「国勢調査」、厚生労働省

「介護サービス施設・事業所調査」

注) 2025年の生産年齢人口は出生中位(死亡中位)推計の値。労働力人口は2017年から2030年

の「労働市場への参加が進んだケース」と「進まないケース」が平均的に減少すると仮定して

試算したもの。2025年の介護職員数は社会保障国民会議のＡシナリオ、B2及びB3シナリオ

113

0

100

0

2,000 
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の値。
00 

2005 2025 2005 2025 2005 2025

生産年齢人口
(左目盛)

労働力人口
(左目盛)

介護職員数
(右目盛)



○ 経験年数、平均年齢等の要素の違いがあり、単純な比較はできないが、

介護職員の賃金

① 介護分野の賃金水準は産業全体と比較して低い傾向にあり、

② ホームヘルパーや福祉施設介護員の賃金は、医療福祉分野における他の職種の者と比較して

低い傾向にある。

一般労働者の男女比、平均年齢、勤続年数及び平均賃金

平均年齢 勤続年数
きまって支給す

構成比 平均年齢 勤続年数
きまって支給す

構成比 平均年齢 勤続年数
きまって支給す

男性 女性男女計

平均年齢 勤続年数
る現金給与額

構成比 平均年齢 勤続年数
る現金給与額

構成比 平均年齢 勤続年数
る現金給与額

(歳) (年) (千円) (％） (歳) (年) (千円) (％） (歳) (年) (千円)

産業計 41.0 11.8 330.6 68.0 41.9 13.3 372.4 32.0 39.2 8.7 241.7

医療業 38.8 8.1 321.9 23.2 39.3 8.5 451.4 76.8 38.7 8.0 282.8産
業
社会保険・社会福祉・介護事業 38.8 7.1 240.7 26.3 38.3 7.7 284.0 73.7 39.0 6.9 225.3

サービス業 40.6 8.7 311.3 66.9 41.7 9.9 349.7 33.1 38.2 6.4 233.8

医師 40.0 4.2 839.7 77.7 41.1 4.3 875.9 22.3 36.3 4.1 713.4

看護師 35.6 6.5 313.0 6.0 33.4 5.8 307.1 94.0 35.8 6.6 313.4

准看護師

業
別

准看護師 44.0 9.8 275.3 7.2 38.0 8.4 275.7 92.8 44.5 10.0 275.3

理学療法士、作業療法士 29.5 3.8 281.4 50.1 30.4 4.0 297.6 49.9 28.5 3.5 265.2

保育士 32.9 7.8 217.2 5.0 29.7 5.8 238.0 95.0 33.1 7.9 216.1

ケアマネジャー 43.5 7.0 267.1 22.8 38.6 6.7 284.8 77.2 45.0 7.1 261.8

ホ ムヘルパ 43 8 4 8 213 1 17 8 36 7 3 5 239 3 82 2 45 3 5 1 207 4

職
種
別

【出典】厚生労働省「平成１９年賃金構造基本統計調査」

注１）一般労働者とは、短時間労働者以外の労働者をいう。

短時間労働者とは、１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い又は１日の所定労働時間が一般の労働者と同じでも１週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。

ホームヘルパー 43.8 4.8 213.1 17.8 36.7 3.5 239.3 82.2 45.3 5.1 207.4

福祉施設介護員 36.0 5.1 210.7 29.5 32.6 4.9 225.9 70.5 37.4 5.2 204.4
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２）サービス業とは、専門サービス業、学術・開発研究機関、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス、娯楽業、廃棄物処理業、自動車整備業、機械等 修理業、物品賃貸業、広告業、その

他の事業サービス業、政治・経済・文化団体が含まれる。

３）福祉施設介護員は、児童福祉施設、身体障害者福祉施設、老人福祉施設その他の福祉施設において、介護の仕事に従事する者をいう。

４）きまって支給する現金給与額：労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給された現金給与額をいい、基本給、職務手当、通

勤手当、家族手当、超勤手当等が含まれる。なお、手取り額ではなく、所得税、社会保険料などを控除する前の額である。

５）所定内給与額：きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額を差し引いた額をいう。



来るべき超高齢社会を迎える中で、国民が安心して老後を迎えることができるようにするとともに、現下の厳しい雇用情

介護分野における経済危機対策（平成21年度補正予算）
来る き超高齢社会を迎える中で、国民が安心して老後を迎えることができるようにするとともに、現下の厳しい雇用情

勢の中で、介護分野における雇用の創出・人材養成等につながるよう、総合的な対策を講じる。

【介護力の向上・雇用創出】

（注）雇用創出量については、事業量の見込み具合等によっては、今後変動があり得る。

【介護力の向上・雇用創出】
・介護拠点等の緊急整備等を通じた老後の安心確保
・今後３年間で介護職員等の介護人材約30万人の雇用創出を目指す

【介護職員等の処遇改善・養成】

平成23年度
約195万人①介護拠点等の緊急整備①介護拠点等の緊急整備

①介護職員処遇改善交付金

（仮称）

介護職員の処遇改善に取

り組む事業者への資金の交

①介護職員処遇改善交付金

（仮称）

介護職員の処遇改善に取

り組む事業者への資金の交３年間で

約195万人
（推計値）

①介護拠点等の緊急整備

特養・老健・グループホーム・小規模多機能事業所な

ど介護拠点の緊急整備を通じた雇用の創出

②現任の介護職員等の研修支援

現任の介護職員等の研修支援を通じた代替雇用の創

①介護拠点等の緊急整備

特養・老健・グループホーム・小規模多機能事業所な

ど介護拠点の緊急整備を通じた雇用の創出

②現任の介護職員等の研修支援

現任の介護職員等の研修支援を通じた代替雇用の創 り組む事業者への資金の交

付を通じた介護職員の更な

る処遇改善

り組む事業者への資金の交

付を通じた介護職員の更な

る処遇改善

３年間で
＋約７万人

現任の介護職員等の研修支援を通じた代替雇用の創

出

③地域相談体制の強化

地域包括支援センター等への事務職員・認知症の連

携担当者等の配置

現任の介護職員等の研修支援を通じた代替雇用の創

出

③地域相談体制の強化

地域包括支援センター等への事務職員・認知症の連

携担当者等の配置

３年間で
＋約23万人

②新規介護職員等の養成

離職者等に対して、社会福

祉施設等に委託した現場に

おける職業訓練を実施

②新規介護職員等の養成

離職者等に対して、社会福

祉施設等に委託した現場に

おける職業訓練を実施

携担当者等の配置携担当者等の配置

第４期事業計画に基づく
介護基盤の整備

おける職業訓練を実施おける職業訓練を実施

平成20年度
約165万人
（推計値）

42（注１）「第４期事業計画に基づく介護基盤の整備」を通じた雇用創出量については、平成18年10月時点の職員数（介護サービス施設・事業所調査）をもとに、第４期介護保険事業計画に基づく介護給付費の暫定
集計値（平成20年10月時点）を用いて、職員数の伸びが給付費の伸びと同率であると仮定して算出した推計値である。

（注２）雇用創出量は、介護職員・介護支援専門員・調理員・事務職員等の合計であり、いずれも一定の仮定を置いて算出した推計値である。

平成21～23年度



「介護サービスの質の評価」の必要性

○ 平成21年度介護報酬改定においては、介護従事者の人材確保・処遇改善を基本的な視点
の一つとして 介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価等を行った。の つとして、介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価等を行った。

○ しかしながら、本来は、質の高いサービスを提供する事業所への適切な評価を行うことによ

り 処遇改善を推進するべきとの観点から サービスの質の評価を行うための指標について 早り、処遇改善を推進するべきとの観点から、サ ビスの質の評価を行うための指標について、早

急に検討することとされた。

（参考） 平成２０年１２月１２日 社会保障審議会介護給付費分科会 平成２１年度介護報酬改定に関する審議報告
Ⅱ 各サービスの報酬・基準見直しの基本方向
１ 介護従事者処遇改善にかかる各サービス共通の見直し１．介護従事者処遇改善にかかる各サ ビス共通の見直し

(１)（略）
(2) 介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価

介護従事者の専門性等に係る適切な評価及びキャリアアップを推進する観点から、介護福祉士の資格保有者が一定割合雇用されてい
る事業所が提供するサービスについて評価を行うとともに、職員の早期離職を防止して定着を促進する観点から、一定以上の勤続年数を
有する者が 定割合雇用されている事業所が提供するサ ビスに いて評価を行う有する者が一定割合雇用されている事業所が提供するサービスについて評価を行う。
加えて、24時間のサービス提供が必要な施設サービスについては、安定的な介護サービスの提供を確保する観点から、常勤職員が一

定割合雇用されている事業所について評価を行う。

なお、本来、質の高いサービスを提供する事業所への適切な評価を行うことにより、処遇改善を推進すべきであるが、現時点において
は、質の高いサービスを図る客観的な指標として確立したものはない。このため、今改定においては「介護福祉士の割合」に加えて、「常勤
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職員の割合」、「一定以上の勤続年数の職員の割合」を暫定的に用いることとするが、サービスの質の評価が可能と考えられる指標につい
て、早急に検討を進めることとする。



サービス提供体制強化加算の新設（平成２１年度介護報酬改定）

○ 介護従事者の処遇改善を図り、質が高い介護サービスを提供するための介護報酬上

の措置として、以下の事業所について評価。

① 介護従事者の専門性等に係る適切な評価及びキャリアアップを推進する観点から① 介護従事者の専門性等に係る適切な評価及びキャリアアップを推進する観点から、

介護福祉士の資格保有者が一定割合雇用されている事業所、

② 職員の早期離職を防止して定着を促進する観点から、一定以上の勤続年数を有す

る者が一定割合雇用されている事業所、

③ 24時間のサービス提供が必要な施設サービスについては、安定的な介護サービ
スの提供を確保する観点から 常勤職員が 定割合雇用されている事業所スの提供を確保する観点から、常勤職員が一定割合雇用されている事業所

（注）なお、現段階では、介護サービスの質を評価するための指標が必ずしも確立されている
とは言えず、今後、介護サービスの質を評価するための具体的な指標についての研究
が必要であることから 介護サ ビスの質を評価する具体的な指標ができるまでの当面
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が必要であることから、介護サービスの質を評価する具体的な指標ができるまでの当面
の措置とする。



サービス 要件 単位

訪問入浴介護
○ 研修等を実施しており かつ 次のいずれかに該当する

単位／回

サービス毎の具体的な要件及び単位数（サービス提供体制強化加算）

訪問入浴介護
○ 研修等を実施しており、かつ、次のいずれかに該当する
こと。
① 介護福祉士が30％以上配置されていること。
② 介護福祉士及び介護職員基礎研修修了者の
合計が50％以上配置されていること。

24単位／回

夜間対応型訪問介護
12単位／回

（包括型 84単位/人・月）

○ 研修等を実施し おり か 年以上 勤続年数 あ
訪問看護

○ 研修等を実施しており、かつ、３年以上の勤続年数のあ
る者が30％以上配置されていること。 ６単位／回

訪問リハビリテーション ３年以上の勤続年数のある者が配置されていること。 ６単位／回

次のいずれかに該当すること ①：12単位／回
通所介護
通所リハビリテーション
認知症対応型通所介護

次のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士が40％以上配置されていること。
② ３年以上の勤続年数のある者が30％以上配置されてい
ること。

②：６単位／回
※介護予防通所介護・介護予防通所リハビリ
要支援１：①：48単位/人・月、②：24単位/人・月
要支援２：①：96単位/人・月、②：48単位/人・月

療養通所介護
３年以上の勤続年数のある者が30％以上配置されているこ

単位／回療養通所介護
３年以上の勤続年数のある者が30％以上配置されているこ
と。

６単位／回

小規模多機能型居宅介護

○ 研修等を実施しており、かつ、次のいずれかに該当する
こと。
① 介護福祉士が40％以上配置されていること。
② 常勤職員が60％以上配置されていること

① ：500単位／人・月
② ③ 350単位／人 月

小規模多機能型居宅介護
② 常勤職員が60％以上配置されていること。
③ ３年以上の勤続年数のある者が30％以上配置
されていること。

②・③：350単位／人・月

認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設 次のいずれかに該当すること。地域密着型介護老人福祉施設
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
短期入所生活介護
短期入所療養介護

次 ずれ 該当する 。
① 介護福祉士が50％以上配置されていること。
② 常勤職員が75％以上配置されていること。
③ ３年以上の勤続年数のある者が30％以上配置されてい
ること。

① ：12単位／人・日
②・③：６単位／人・日
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※１ 訪問介護及び居宅介護支援については、特定事業所加算の見直しを行う。
※２ 表中①・②・③の単位設定がされているものについては、いずれか一つのみを算定することができる。
※３ 介護福祉士に係る要件は「介護職員の総数に占める介護福祉士の割合」、常勤職員に係る要件は「看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合」、勤続年数に係る
要件は「利用者にサービスを直接提供する職員の総数に占める３年以上勤続職員の割合」である。



介護給付費分科会における指摘の概要介護給付費分科会における指摘

○ ・ 介護サービスの質を評価するために用いる指標は、客観的な判断が容易で、介護報酬改
定の成果についての検証評価過程においてデータをとりやすいものでなくてはならない。

現時点では エビデンスをも た指標の提示は難しいにしても 将来はあきらかなエビデン・ 現時点では、エビデンスをもった指標の提示は難しいにしても、将来はあきらかなエビデン
スに基づく指標の開発が求められる。

○ ・ 管理者の経営や人事労務管理の考え方により、質の高いサービスを提供するための職員
の組み合わせは多様であるの組み合わせは多様である。

・ 育成型の事業所に不利になる恐れがあることから、個別の事業所を介護報酬上評価する
仕組みとしては、勤続年数や有資格者を用いることは適切ではない。

○ 現状 介護サ ビ 事業所 本当に質が高 サ ビ が提供され る か疑問○ 現状の介護サービス事業所で、本当に質が高いサービスが提供されているのか疑問。

介護職員の給与を上げることと併せて、提供するサービスの質を上げなければ保険料を
払っている人は納得しないのではないか。

○ 事業所評価加算を介護給付に拡大する場合には、一人の利用者に対して関わったサービ
スの総合力で状態の維持改善が可能であるという見方で、調査研究が行われるべきではな
いか。

○ 介護サービスの情報公表制度については、利用者が求めている情報と公表されている調
査情報の間にギャップがある。

○ 介護療養病床についても、回復期リハ病棟において導入されている診療の質という考え方
を だを、評価していただきたい。
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